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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持対象物の荷重を建物の梁に伝達する本体部と、上記本体部を上記梁のフランジに固定
するための固定部と、上記本体部に設けられており、上記支持対象物を上記本体部に固定
するための締結部材が貫通して装着される締結部材装着面部と、を備えており、
　上記本体部は、両端が開口された枠状部材からなり、一方の開口側に上記梁のフランジ
が入り込む切欠き部が形成されており、他方の開口側に上記締結部材装着面部が設けられ
ていることを特徴とする支持具。
【請求項２】
請求項１に記載の支持具において、上記固定部は上記梁のフランジを押圧することで上記
本体部を上記梁のフランジに固定することを特徴とする支持具。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の支持具を用いて天井面材を支持する天井構造であって、
上記固定部によって上記本体部が上記梁の下フランジに固定されており、上記天井面材の
縁側に設けられた縁側部材が、当該縁側部材を貫通して上記締結部材装着面部に装着され
た締結部材によって支持されることを特徴とする天井構造。
【請求項４】
請求項３に記載の天井構造において、上記天井面材の下面が上記梁の下フランジの下面よ
りも上側に位置することを特徴とする天井構造。
【請求項５】
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請求項３または請求項４に記載の天井構造において、上記天井面材の上方に位置する上階
側の床版が上記梁の下フランジと上フランジの間に設けられることを特徴とする天井構造
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、支持対象物の荷重を建物の梁に伝達する支持具およびこの支持具を用いた
天井構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、建物天井構成部材を梁に取付けるための梁取合い金物であって、該梁
取合い金物は、前記建物天井構成部材が取付けられる本体部材と、該本体部材に取付けら
れ、前記本体部材とともに梁を挟持固定する移動部材と、を有して構成されており、前記
本体部材は、前記建物天井構成部材が取付けられる構成部材固定部と、前記移動部材が取
付けられる梁載置固定部を備え、前記移動部材と前記梁載置固定部には、締結部材が貫通
しており、前記締結部材を調整することにより、前記移動部材と前記梁載置固定部との距
離が変化し、前記移動部材と前記梁載置固定部との間に前記梁の端部が挿入されて挟持固
定される梁取り合い金物が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、梁に下地木材を取り付ける必要がなく、梁と梁の間で吊り棒部
を位置調整可能に垂下固定させることができる吊り支持具が開示されている。この吊り支
持具は、隣り合う梁の下側フランジに掛け渡される横架材と、上記横架材の端部を上記下
側フランジに着脱可能に固定する端部固定具と、上記横架材に移動可能に装着されるとと
もに任意の位置で上記横架材に固定される吊り棒支持部と、上記吊り棒支持部に支持され
る吊り棒部と、を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１９１９３号公報
【特許文献２】特開２０１５－１０３９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の梁取合い金物は、天井面材の縁側に位置する下地桟が固定
される構成部材固定部に螺子貫通孔が形成されており、この螺子貫通孔に通したビスで上
記下地桟が構成部材固定部に固定される。したがって、上記下地桟側からビスをねじ込ん
で留めることはできない。また、特許文献２の吊り支持具では、この吊り支持具で吊られ
た吊りボルトで天井を吊ることになるため、天井を高くできない。また、従来、建物の躯
体部分の組み立て後の大工仕事を行うために、梁の上下フランジ間に木材を設け、この木
材を用いて天井下地のビス留め等を行うことがあるが、上記木材が径年変化で痩せるおそ
れがあり、また、一度設けると、木材の移動が容易でない。
【０００６】
　この発明は、上記の事情に鑑み、梁に木材を設けることなく、天井下地等をビス等の締
結部材により留めることができ、また、天井を高くすることができる支持具および天井構
造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の支持具は、上記の課題を解決するために、支持対象物の荷重を建物の梁に伝
達する本体部と、上記本体部を上記梁のフランジに固定するための固定部と、上記本体部
に設けられており、上記支持対象物を上記本体部に固定するための締結部材が貫通して装
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着される締結部材装着面部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　上記の構成であれば、支持対象物に上記締結部材を打ち込み或いはねじ込み、この締結
部材の先端を上記締結部材装着面部に到達させて貫通させ、これによって、上記支持対象
物を上記梁に支持させることができる。したがって、上記梁に木材を設けることなく、支
持対象物としての天井部材等を梁に固定することができる。
【０００９】
　上記本体部は、両端が開口された枠状部材からなり、一方の開口側に上記梁のフランジ
が入り込む切欠き部が形成されており、他方の開口側に上記締結部材装着面部が設けられ
ていてもよい。これによれば、上記切欠き部に上記梁のフランジを入れ込むと、上記締結
部材装着面部が屋内側を向く状態が形成される。また、上記締結部材の先端部を上記枠状
部材内に位置させておくことができる。
【００１０】
　上記締結部材装着面部は金属板からなり、この金属板が上記本体部にリベット留めされ
ていてもよい。これによれば、上記本体部と上記金属板とにより簡単且つ安価に支持具を
作製することができる。
【００１１】
　上記固定部は上記梁のフランジを押圧することで上記本体部を上記梁のフランジに固定
するようになっていてもよい。
【００１２】
　上記固定部はボルトを備えており、上記ボルトが上記本体部の下部側に形成されている
螺子孔に下側から螺合されていてもよい。これによれば、上記ボルトを上記螺子孔に下側
から螺合させる操作となるので、楽な操作で支持具を梁の下フランジに固定することがで
きる。
【００１３】
　上記本体部の下部側には、上記螺子孔とは別の螺子孔が形成されていてもよい。これに
よれば、１つの支持具を、上記支持対象物を上記締結部材装着面部によって梁に固定する
用途と、上記別の螺子孔を用いて例えば空調装置等を吊り支持する用途のいずれにも用い
ることができる。
【００１４】
　また、この発明の天井構造は、支持具を用いて天井面材を支持する天井構造であって、
上記固定部によって上記本体部が上記梁の下フランジに固定されており、上記天井面材の
縁側に設けられた縁側部材が、当該縁側部材を貫通して上記締結部材装着面部に装着され
た締結部材によって支持されることを特徴とする。
【００１５】
　上記の構成であれば、吊り金物を用いずに、上記縁側部材を介して上記天井面材を上記
支持具に支持することができる。吊り金物を用いないので、天井を極力高い位置に設ける
ことができる。
【００１６】
　上記天井面材の下面が上記梁の下フランジの下面よりも上側に位置してもよい。これに
よれば、上記天井面材が上記梁の下フランジよりも下になる場合に比べて天井を高くする
ことができる。
【００１７】
　上記天井面材の上方に位置する上階側の床版が上記梁の下フランジと上フランジの間に
設けられていてもよい。これによれば、上階側の床を低くでき、例えば、ユニットバスに
おいてバリアフリー化が容易となる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明であれば、梁に木材を設けることなく、天井下地等をビス等により留めることが
でき、また、天井を高くすることができる等の効果を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態の支持具を示す図であって、同図（Ａ）は平面図、同図（Ｂ）
は正面図、同図（Ｃ）は側面図である。
【図２】図１の支持具の斜視図である。
【図３】図１の支持具を梁に固定した図であって、同図（Ａ）は平面図、同図（Ｂ）は側
面図である。
【図４】図１の支持具を用いた天井構造を示した図であって、ユニットバスが設けられる
上階部とその下階部の階間部を、外壁を含むように縦断した概略の断面図である。
【図５】図１の支持具を用いた天井構造を示した図であって、ユニットバスが設けられる
上階部とその下階部の階間部を、図４における外壁に直交する外壁を含むように縦断した
概略の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１（Ａ）、図１（Ｂ）、図１（Ｃ）および図２に示すように、この実施形態の支持具
１は、支持対象物の荷重をＨ形鋼からなる梁２に伝達する本体部１１を有している。この
本体部１１は、例えば、４０ｍｍ程度の長さで切断されたリップ溝形鋼１２のリップ部側
に、板部材１３を設けた角形の枠状部材（短い角筒状部材）からなる。上記板部材１３は
、上記リップ溝形鋼１２のリップ部にカシメ部材１３ａによって固定されている。上記リ
ップ溝形鋼１２の板厚は、例えば、２ｍｍ程度とされ、上記板部材１３の板厚は、例えば
、４．５ｍｍ程度とされている。なお、換言すれば、上記本体部１１は、水平方向に離間
する２つの立ち上げ板部（リップ溝形鋼１２におけるフランジ部）と、上記２つの立ち上
げ板部の上端側でその間に渡って位置する上板部（リップ溝形鋼１２におけるウェブ部）
と、上記２つの立ち上げ板部の下端側でその間に渡って位置する下板部（上記板部材１３
）と、からなる。
【００２１】
　また、上記支持具１は、上記本体部１１を上記梁２の下フランジ２１に固定するための
固定部１４と、上記本体部１１に設けられた鉛直状の面となる締結部材装着面部１５とを
備えている。上記締結部材装着面部１５は、上記支持対象物を上記本体部１１に固定する
締結部材（ビス等）のための挿通孔を予め有するものではなくて、上記締結部材装着面部
１５には、上記締結部材が当該締結部材のねじ込み力で貫通して装着されることになる。
【００２２】
　そして、上記枠状部材からなる本体部１１の一方の開口側の上記立ち上げ板部（リップ
溝形鋼１２における２つのフランジ部）には、それぞれ上記梁２の下フランジ２１が入り
込む切欠き部１２ａが形成されている。上記切欠き部１２ａの形成位置は、上記板部材１
３に極力近づけた位置（本体部１１の極力下側の位置）とされる。そして、上記板部材１
３には、上記切欠き部１２ａの形成位置の下方側となる位置であって、上記立ち上げ板部
（リップ溝形鋼１２における２つのフランジ部）の中間の位置に、鉛直方向に第１螺子孔
１３ｂが形成されており、上記固定部１４をなすボルトが上記第１螺子孔１３ｂに下側か
ら螺合されている。
【００２３】
　図３（Ａ）および図３（Ｂ）にも示すように、上記切欠き部１２ａに上記梁２の下フラ
ンジ２１を入れ込み、上記固定部１４となる上記ボルトを回すと、その先端部が上記下フ
ランジ２１の下面に圧接し、上記本体部１１が上記下フランジ２１に固定される。また、
上記ボルトの頭部と上記板部材１３との間となる位置には、ナット１４ａが設けられてい
る。上記本体部１１を下フランジ２１に固定した後、上記ナット１４ａを締め込むことで
、上記ボルトの弛みを抑制できる。なお、図３（Ｂ）では、鋼製天井パネル枠３の枠受け
３１と上記締結部材装着面部１５との間に下地桟３２を介在させた状態で、ビス６３によ
って、上記枠受け３１が梁２に支持される。
【００２４】
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また、上記板部材１３には、上記第１螺子孔１３ｂよりも上記下フランジ２１から遠い側
となる位置であって上記立ち上げ板部間の中間の位置には、鉛直方向に第２螺子孔１３ｃ
が形成されている。この第２螺子孔１３ｃには図示しない吊りボルトを設けることができ
る。
【００２５】
　そして、上記枠状部材からなる本体部１１の他方の開口側には、上記締結部材装着面部
１５を成す金属板が貼られている。この金属板は、両側に対向する曲げ片部を有する横断
面コ字形状を有しており、上記２つの曲げ片部を上記立ち上げ板部（リップ溝形鋼１２に
おける２つのフランジ部）に対面させ、この立ち上げ板部に形成されている孔にリベット
１５ａを用いて留め付けられている。上記金属板としては、例えば、ＺＡＭ（高耐食溶融
亜鉛めっき鋼板）が用いられ、その板厚は０．５～０．８ｍｍ程度とされる。なお、締結
部材としてドリルビスを用いる場合には、上記金属板の板厚を厚くすることができる。
【００２６】
　図４および図５に示す天井構造では、階間の梁２（胴差）における下フランジ２１と上
フランジ２２との間に上階側の床版５が設けられている。この床版５としては、例えば、
ＡＬＣ（Autoclaved Lightweight aerated Concrete）版等が用いられる。また、上記梁
２には、床版受け金物５１が溶接等により固定されており、この床版受け金物５１によっ
て上記床版５が支持されている。そして、上記床版５は、この床版５を鉛直方向に貫通し
て設けられた固定金具５２によって、上記床版受け金物５１に固定されている。
【００２７】
　上記床版５の下階側には、上記支持具１の上記支持対象物となる天井面材（例えば、強
化石こうボード等）６が設けられている。この天井面材６の下面は、上記下フランジ２１
よりも上側に位置する。そして、複数の支持具１が上記梁２の下フランジ２１に水平方向
に間隔をおいて取り付けられており、この取付状態において、各支持具１の上記締結部材
装着面部１５の上側の多くの部分が上記下フランジ２１よりも上側に位置している。上記
天井面材６の縁には、例えば枠状の縁側部材６１が設けられている。この縁側部材６１は
、例えば、上記締結部材装着面部１５に接して設けられた第１縁側部材６１ａと、この第
１縁側部材６１ａよりも高さが低く、その上面を上記第１縁側部材６１ａの上面と略面一
にして設けられた第２縁側部材６１ｂとからなる。上記第２縁側部材６１ｂの下面は、上
記第１縁側部材６１ａの下面よりも上側に位置しており、上記天井面材６は、その上側面
を上記第２縁側部材６１ｂの下面側に位置させて設けられている。
【００２８】
　上記第１縁側部材６１ａと上記第２縁側部材６１ｂとは、例えば、釘６２によって相互
に固定されており、上記釘６２は、上記支持具１の上面よりも上方となる位置に打ち込ま
れる。そして、上記第１縁側部材６１ａは、当該第１縁側部材６１ａを貫通して上記支持
具１の上記締結部材装着面部１５にねじ込まれた締結部材であるビス６３によって上記本
体部１１に支持される。すなわち、上記天井面材６の荷重は、上記縁側部材６１から上記
ビス６３に伝達され、上記支持具１を介して上記梁２によって受け止められる。なお、上
記第１縁側部材６１ａを上記締結部材装着面部１５にビス６３で留め付けた後に、上記第
１縁側部材６１ａに上記第２縁側部材６１ｂを釘６２により固定することができる。また
、上記梁２の側と下階部屋との上角の側との間には、金属板からなる下地６４が設けられ
ている。この下地６４は、上記第２縁側部材６１ｂおよび外壁パネルの裏面側に設けられ
た下地桟６５に釘６６によって固定できる。
【００２９】
　上記の支持具１であれば、上記天井面材６の縁側部材６１に上記締結部材であるビス６
３をねじ込み、このビス６３の先端を上記締結部材装着面部１５に到達させて貫通させ、
これによって、上記天井面材６を上記梁２に支持させることができる。したがって、上記
梁２に木材を設けることなく、天井下地を梁２に固定することができる。なお、上記ビス
６３に代えて、上記締結部材として釘等を打ち込むこともできる。
【００３０】
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　上記本体部１１は、両端が開口された枠状部材からなり、一方の開口側に上記梁のフラ
ンジが入り込む切欠き部１２ａが形成されており、他方の開口側に上記締結部材装着面部
１５が形成されていると、上記切欠き部１２ａに上記梁２のフランジを入れ込むことで、
上記締結部材装着面部１５が屋内側に向く状態が形成されることになる。また、上記締結
部材の先端部を上記枠状部材内に位置させておくことができる。
【００３１】
　上記締結部材装着面部１５が金属板からなり、この金属板が上記本体部１１にリベット
１５ａにより留められていると、上記本体部１１と上記金属板とにより簡単且つ安価に支
持具を作製することができる。
【００３２】
　上記固定部１４がボルトを備えており、上記ボルトが上記本体部１１の下部側に形成さ
れている第１螺子孔１３ｂに下側から螺合されていると、上記ボルトを上記第１螺子孔１
３ｂに下側から螺合させる操作となるので、楽な操作で支持具１を梁２の下フランジ２１
に固定することができる。なお、上記固定部１４は、ボルトに限らず、上記梁のフランジ
を押圧することで上記本体部１１を上記梁２のフランジ２１に固定するようになっていて
もよい。
【００３３】
　上記本体部１１の下部側に上記第１螺子孔１３ｂとは別の第２螺子孔１３ｃが形成され
ていると、当該１つの支持具１を、上記支持対象物を上記締結部材装着面部１５によって
梁２に固定する用途と、上記第２螺子孔１３ｃを用いて例えば空調装置等を吊り支持する
用途のいずれにも用いることができる。もちろん、支持具１は、第１螺子孔１３ｂのみを
形成して、支持対象物を締結部材で留めるための専用金具とされてもよい。
【００３４】
　また、この発明の天井構造であれば、吊り金物を用いずに、上記天井面材６が上記縁側
部材６１を介して上記支持具１に支持される。吊り金物を用いないので、天井を極力高い
位置に設けることができる。
【００３５】
　上記天井面材６における下面が上記梁２の下フランジ２１の下面よりも上側に位置して
いると、上記天井面材６が上記梁２の下フランジ２１よりも下になる場合に比べて天井を
高くすることができる。
【００３６】
　上記天井面材６の上方に位置する上階側の床版５が上記梁２の下フランジ２１と上フラ
ンジ２２の間に設けられていると、上階側の床（床版５）を低くして、例えば、ユニット
バスにおけるバリアフリー化を図ることが容易となる。そして、このように上階側の床を
低くしても、上記天井面材６を上記床版５に近づけて配置することができるので、下階側
において、上記のように天井を高くすることができる。
【００３７】
　なお、図３（Ｂ）に示したように、鋼製天井パネル枠３を梁２に固定し、上記鋼製天井
パネル枠３の下面に天井面材を取り付ける場合には、この天井面材は上記下フランジ２１
よりも下側に位置することになる。天井構造は、上記天井面材が上記下フランジ２１より
も上側に位置することに限定されるわけではない。
【００３８】
　また、上記実施形態では、上記第２螺子孔１３ｃを用いて吊りボルトを設けたが、例え
ば配管押さえ用に用いられるサドルバンドのような形状を有する部材を吊りボルトの固定
に利用することとし、上記部材を上記締結部材装着面部１５にビスによって固定すること
としてもよい。この場合、上記吊りボルトで支持される支持対象物の荷重を、上記部材、
上記ビスおよび上記締結部材装着面部１５を介して梁２に伝達することができる。
【００３９】
　以上、図面を参照してこの発明の実施形態を説明したが、この発明は、図示した実施形
態のものに限定されない。図示した実施形態に対して、この発明と同一の範囲内において
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【符号の説明】
【００４０】
１　　　：支持具
２　　　：梁
３　　　：鋼製天井パネル枠
５　　　：床版
６　　　：天井面材
１１　　：本体部
１２　　：リップ溝形鋼
１２ａ　：切欠き部
１３　　：板部材
１３ａ　：カシメ部材
１３ｂ　：第１螺子孔
１３ｃ　：第２螺子孔
１４　　：固定部
１４ａ　：ナット
１５　　：締結部材装着面部
１５ａ　：リベット
２１　　：下フランジ
２２　　：上フランジ
３１　　：枠受け
３２　　：下地桟
５１　　：床版受け金物
５２　　：固定金具
６１　　：縁側部材
６１ａ　：第１縁側部材
６１ｂ　：第２縁側部材
６２　　：釘
６３　　：ビス
６４　　：下地
６５　　：下地桟
６６　　：釘
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